
基安安発 1108 第２号 

令和元年 11 月８日 

 

都道府県労働局労働基準部 

安全主務課長 殿 

 

厚生労働省労働基準局 

安全衛生部安全課長 

（ 契 印 省 略 ） 

 

 

外国人建設就労者等建設業に従事する外国人労働者の 

労働災害防止の徹底について 

 

 

標記については、別紙のとおり、国土交通省土地・建設産業局建設市場整備

課長あて協力要請しているので、了知の上、貴局管内の労働基準監督署に通知

するとともに、管内の発注機関、建設業関係団体等と連携を図り、建設業に従

事する外国人労働者の労働災害防止の徹底を図られたい。 

 

  



基安安発 1108 第１号 

令和元年 11 月８日 

 

国土交通省土地・建設産業局 

建設市場整備課長 殿 

 

厚生労働省労働基準局 

安全衛生部安全課長 

 

 

外国人建設就労者等建設業に従事する外国人労働者の 

労働災害防止の徹底について（協力要請） 

 

 

平素から労働安全衛生行政の推進に格別の御理解と御協力を賜り厚く御礼申

し上げます。 

さて、建設業においては、平成 27 年４月１日に外国人建設就労者受入事業が

開始され、平成 31 年４月１日に新たな在留資格である「特定技能」が創設され

ているところですが、外国人建設就労者等建設業に従事する外国人労働者に関

わる労働災害を防止するためには、受入建設企業において労働安全衛生法令等

に基づき安全衛生を確保するための措置を適切に講じていただくことが求めら

れています。 

つきましては、受入建設企業をはじめ、制度推進事業実施機関、特定監理団

体等に対し、別添の「外国人労働者に対する安全衛生教育には、適切な配慮を

お願いします。（リーフレット）」を周知いただき、外国人建設就労者等建設業

に従事する外国人労働者の労働災害防止の徹底に御協力いただきますようよろ

しくお願い申し上げます。 

 

 

（別紙） 
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	02（A4印刷用）外国人労働者に対する安全衛生教育には、適切な配慮をお願いします。（リーフレット）（令和元年６月更新）.pdfから挿入したしおり
	リーフレット　A3よこ_表面 
	リーフレット　A3よこ_裏面 


